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準特定地域における期間限定減車の取扱いについて

タクシー事業を巡っては、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運

送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号、以下「タ

クシー適正化・活性化法」という ）に基づき、供給過剰の進行等の問題が見られる。

地域を準特定地域として指定し、供給輸送力の削減に向けた取り組みを推進している

ところであるが、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の影響により、岩手

県、宮城県及び福島県の３県（以下「東北３県」という ）は甚大な被害を被り、地。

域住民は避難生活を余儀なくされ、生活基盤や公共交通を含めた地域としての機能が

著しく損なわれているところである。

また、依然として福島第一原子力発電所を巡る懸念が解消されず、先行き不透明感

が払拭されない中、東北３県におけるタクシー事業についても今後の見通しが不透明

な状況に置かれている。

さらに、東北３県以外の準特定地域においても、東日本大震災の間接的な影響によ

りタクシー輸送の急激な落ち込みが見られているところであり、タクシー適正化・活

性化法の趣旨を逸脱しない範囲でタクシー事業者の機動的な対応を促進させる観点か

ら、今般、特例的な措置として、東日本大震災に係る突発的な輸送の減少に対応する

ため一定期間内に実施した減車に限り、その減車分の車両にかかる増車を弾力的に取

り扱う「期間限定減車 （以下「期間限定減車」という ）を認める基準を下記のと」 。

おり定めたので公示する。

平成２３年５月２０日

北陸信越運輸局長 伊藤松博

記

１．対象地域の指定

準特定地域における一般タクシー事業者の一般タクシー車両の車両数の合計

が、地方運輸局長が示した当該準特定地域の適正車両数の幅の上限値を下回った

場合に、当該準特定地域を期間限定減車の対象地域として指定することとし、当

該指定は公示により行うこととする。



２．期間限定減車期間

令和６年１月３１日までとする。

ただし、１．の対象地域（以下「対象地域」という ）の実情や社会情勢を考。

慮し、期間の延長を行うことができることとする。

３．期間限定減車対象事業者及び車両

（１） 対象事業者は、基準車両数からの減休車率が、対象地域における一般タ

クシー事業者の基準車両数の合計と適正車両数との乖離を参考に、地方運

輸局長が公示で定める割合以上である一般タクシー事業者とする。

（２） 対象車両は、対象地域における一般タクシー車両であって、地方運輸局

長が当該地域を対象地域として指定した時点、又は期間限定減車を実施し

ようとする事業者が上記（１）の要件に合致した時点のいずれか遅い時点

以降に当該事業者が減車する車両とする。

４．期間限定減車車両の取扱い

（１） 期間限定減車を実施しようとする対象事業者は、道路運送法第１５条第

３項に規定する事業計画（事業用自動車の数）変更の事前変更届出書を当

該変更にかかる営業所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出することと

する。

（２） 期間限定減車期間中にその減車分の車両を増車する場合には、タクシー

適正化・活性化法に基づく事業計画の変更認可申請を当該増車に係る営業

所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出することとする。

（３） 期間限定減車満了後にその減車分の車両数を増車する場合には、期間満

了前にタクシー適正化・活性化法に基づく事業計画の変更認可申請を当該

増車に係る営業所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出し、当該事業計

画の変更認可後３ヶ月以内に増車を実施することとする。

なお、期間満了時までに、タクシー適正化・活性化法に基づく事業計画

の変更認可申請が提出されなかった場合には、増車しない分の車両は期間

満了をもって減車として取り扱うこととする。

５．その他

（１） ４ （２）及び（３）の事業計画の変更認可申請の認可にあたっては、．

「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のため

に監督上必要となる措置の実施について （平成２６年１月２７日付け公」

示第７７号。以下「措置公示」という ）のⅡ．１．２．及び６．の規定。

は適用しないこととする。

（２） 措置公示のⅢ．監査の特例 「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する、

行政処分等の基準について （平成２１年９月３０日付け公示第５４号）」

及び「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適

正化及び活性化に関する特別措置法に基づき実施する一般乗用旅客自動車

運送事業の供給輸送力の削減に伴う違反点数の特例措置について （平成」

２２年４月５日付け公示第４号）の３．違反点数特例措置については、期

間限定減車による減車は基準車両数からの減少として取り扱わない。



附 則

この公示は、平成２３年５月２０日から適用する。

附 則（平成２４年３月２６日付け公示第９９号で一部改正）

この公示は、平成２４年３月２６日から適用する。

附 則（平成２５年３月１８日付け公示第８９号で一部改正）

この公示は、平成２５年３月１８日から適用する。

附 則（平成２６年１月２７日付け公示第８８号で一部改正）

この公示は、平成２６年１月２７日から適用する。

附 則（平成２７年３月１６日付け公示第９２号で一部改正）

この公示は、平成２７年３月１６日から適用する。

附 則（平成２８年７月１５日付け公示第２６号で一部改正）

この公示は、平成２８年７月１５日から適用する。

附 則（平成２９年７月１１日付け公示第２０号で一部改正）

この公示は、平成２９年７月１１日から適用する。

附 則（平成３０年７月２７日付け公示第２５号で一部改正）

この公示は、平成３０年７月２７日から適用する。

附 則（平成３０年８月２４日付け公示第３７号で一部改正）

この公示は、平成３０年８月２４日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。

附 則（令和元年７月３１日付け公示第３０号で一部改正）

この公示は、令和元年７月３１日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。

附 則（令和２年７月２７日付け公示第１４号で一部改正）

この公示は、令和２年７月２７日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。



附 則（令和３年７月３０日付け公示第１９号で一部改正）

この公示は、令和３年７月３０日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。

附 則（令和４年７月２９日付け公示第３５号で一部改正）

この公示は、令和４年７月２９日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。

附 則（令和５年８月１６日付け公示第４８号で一部改正）

この公示は、令和５年８月１６日から適用する。

なお、改正日現在において、期間限定減車を実施している車両については、

この公示２．に記載されている期間までは認めることとする。


